
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
一
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

森

本

俊

一

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

い
く
か
わ
真
也
後
援
会

生
川
真
也

令
和
元
年
五
月
一
日

今
井
梨
加
後
援
会

柿
本
元
気

令
和
三
年
三
月
三
十
日

関
よ
し
ひ
で
後
援
会

船
木
克
容

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
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